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説得と欺瞞

日頃、私たちは様々な場面で意思決定をしてい

る。しかし、その意思決定には、自らの意思以外

の多様な要因や説得が影響している。説得とは、

他者の態度・行動を特定の方向に変化させるため

のコミュニケーションのことである。説得的コ

ミュニケーションを伝えるのは、常に人とは限ら

ない。たとえば、商品のパッケージの色や形、

キャッチコピーなどの影響を受けて、気づかない

ままに、商品を購入することがある。あるいは、

価格が赤い文字で示されているだけで得をするよ

うに感じ、その商品を選択することもあるだろ

う。特に、消費の場面では、広告やマーケティン

グによる説得の影響を何も受けないほうが稀であ

るかもしれない。

消費者の注意をひきつけて商品の魅力を宣伝

し、購買意欲を高めることは、一般的に用いられ

ている説得の手法である。このような説得は、常

に正直で誠実な情報だけを伝えるわけではなく、

何らかの欺瞞も含んでいる。マーケティング担当

者は、消費者が受け入れて喜ぶような欺瞞 （エン

ターテインメント、コメディ、ドラマ、物語、視

覚効果など） の提供と、消費者や競争相手の害に

なる可能性のある欺瞞の回避の境界線上で仕事を

している （Bush, Friestad, & Wright, 2009）。すな

わち、消費者の注意をコントロールし、マーケ

ティング担当者にとって望ましくないような思考

を抑制し、思考の方向性をコントロールするとい

う欺瞞である。欺瞞 （deception） とは、「成功す

るか否かに拘わらず、送り手が誤りと考えている

信念を （誰かの中に） 創り出したり持続させたり

するために、事実や感情的情報を言語的・非言語

的手段によって隠蔽したり、捏造したり、その他

のやり方で操作しようとする入念な企てであ

る」。程度の差こそあれ、このような欺瞞は私た

ちの周囲のどこにでも存在する。そのため、消費
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者は、自分に害をもたらすような欺瞞的説得

（deceptive persuasion） に対して、自分自身を守る

方法を身に着ける必要がある （Bush, et al., 2009）。

悪質商法とハイハイ商法

消費者に不公正に不利益をもたらす強制的な説

得は、悪質な欺瞞的説得である。悪質商法 （もし

くは悪徳商法） はその一例であり、「一般消費者

を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引

で、その商法自体に違法または不当な手段・方法

が組み込まれている」 （警視庁，2014）。悪質商法

には、「利殖勧誘事犯」（手持ちの資金を少しでも

増やしたいという願望につけこみ、多額の出資金

をだまし取る）、「点検商法」（家庭を訪問し、こ

のままでは家が倒れるなど嘘をつき、住民の不安

に付け込んで不要な工事を施行する）、「送り付け

商法」（代金引換サービスを利用して、健康食品

などを一方的に送り付けて購入させる）、「押し付

け商法」（家に上がり込んで長時間居座り、脅し

つけて高額商品や不要商品を売りつける）、「催眠

商法／SF商法／ハイハイ商法」（嘘の宣伝で客を

集めた上、高額な商品を販売する目的を隠して安

価な日用品を無料で配布し、目的の高額商品を売

りつける）、「霊感商法」（家庭訪問等で不安をあ

おった上、災厄を免れる方法があるとして高額の

印鑑などを売りつける）などがある。このような

悪質商法への事前の対抗措置のキャッチフレーズ

は、「う （うまい話を信用しない）・そ （相談す

る）・つ （つられて返事をしない，すぐ契約しな

い）・き （きっぱり，はっきり，断る）」であり、

事後は、クーリングオフ、警察署相談窓口への相

談、金融機関の口座凍結などの対処方法が提案さ

れている（警視庁，2014）。

悪質商法のターゲットとして狙われるのが高齢

者である。国民生活センターへの相談件数のう

ち、70歳以上の契約当事者による相談は、2012

年度 162,730件、2013 年度 210,075件、2014 年度

195,480件と、20万件前後である。2014年度の

195,480件を100％として販売方法・手口別にみる

と、多い順に、電話勧誘販売35,951件（18.4％）、

家庭訪販25,877件 （13.2％）、インターネット通販

13,259件 （6.8％）、劇場型勧誘12,420件 （6.4％）、

かたり商法 （身分詐称） 11,512件 （5.9％）、利殖商

法7,890件 （4.0％）、無料商法5,115件 （2.6％）、ワ

ンクリック請求4,880件 （2.5％）、次々販売4,458

件（2.3％）、被害にあった人を勧誘 （二次被害）

4,217件 （2.2％） である （国民生活センター，

2006）

高齢者も狙われやすい悪質商法として有名なの

が、「ハイハイ商法」である。これは、「狭い会場

に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げ

ながら、“ハイ、ハイ” と手を上げさせるなどし、

ただ同然で日用品を配り、冷静な判断ができない

高揚した雰囲気の中で高額な商品を売りつける商

法」と定義される。集まった人たちに手を上げさ

せることから、ハイハイ商法とも呼ばれる （国民

生活センター，2006）。ハイハイ商法の策略は次

のとおりである。まず、空き店舗や空き地、集会

場などで販売会場の集団を作る。「近所に新しい

店がオープンするので宣伝も兼ねて景品を配って

います」などのチラシや呼び込みで、人集めをす

る。集まった人たちに対して、安価な健康グッ

ズ、日用品、食品を無料配布する。その際に、目

的の商品が欲しいときに「ハイ」と手を上げるこ

と、「欲しい」と大声でアピールすることの 2つ

のルールを厳守させる。そして最後に、布団や健

康器具、健康食品などを数万円から数十万円の高

額な価格で売りつける。高額商品の売りつけに脅

迫が伴うこともある。ポイントは、集団状況に参

加させること、挙手や発言で関与を高めること、

そして、最後には、不公正に高額で不要な商品を

自主的に選択したと惑わせて購入させることであ

る。

説得の承諾に影響する状況の力

このように無理な説得を、被害者はなぜ承諾し

てしまうのだろうか。伊藤・岡本 （2006） は、悪

質商法の問題点を、「被害者側が十分納得してい

ないのに契約が成立してしまう」とし、被害が減

少しない背景に、「被害者に、“断りたい” “納得し

ていない” という自覚があるのにもかかわらず、

断りきれないケースが多い」ことに一因があると

指摘している。そして、エステや補正下着の強制

的な勧誘に契約した悪質商法の被害者 （もしくは

被害未遂者） 3名のインタビュー調査から、契約

に至るまでの心的プロセスを複数経路・等至性モ

デル （TEM;  Trajectory Equifinality Model） によっ

て検討している。異なる経路をたどりながら類似
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集団状況への参加は、以下の 2点により特徴づ

けた。すなわち、①作られた集団状況の中の一部

に入り込み、積極的に行動をとる （挙手をして発

言するとともに、発言に対して拍手をする）、②

自ら参加している感覚をもつ （話し合いに参加す

る）、であった。

また、説得に関連する個人特性として、相互独

立的自己観 （高田，2000） と協同作業認識 （長濱・

安永・関田・甲原，2009） を取り上げて検証した。

参加は、「自らの意思で決定した」という感覚

により強固になると考えられる。すなわち自律性

の高い人ほど「自分で参加を決めた」とし、逆に

状況に飲み込まれやすい可能性があると考えた。

相互独立的自己観の程度が高い場合、自律的に意

思決定をする傾向が高く、自分の判断と集団状況

への参加による説得とを混同して認知しやすく、

説得を承諾しやすい可能性があると仮定した。

また、集団討議のような場面では、自分の利益

だけでなく集団全体の利益を求めて行動すること

が要求される。協同作業認識のうち、協同作業の

効用を高く評価する傾向が強ければ、集団状況を

肯定的に捉えるとともに、集団作業に対する高揚

感をもちやすく、結果として、状況から生まれた

結果を肯定的に評価しやすく、商品に対する価値

の認識も高めるであろうと考えた。

仮説

仮説は以下のとおりである。商品価値の評価と

して、価値評定と価格評定の 2変数について検討

したことから、全 6つの仮説を検証する。

集団状況への参加は、商品価値の評価を高める

と考えられるため、集団状況への参加により、商

品の価値評定が高くなるだろう （仮説1-1）、ま

た、集団状況への参加により、商品の価格評定も

高くなるだろう （仮説1-2）、と予測した。

相互独立的自己観については、相互独立的自己

観が高いほど、商品の価値評定も高くなるだろう

（仮説2-1）、相互独立的自己観が高いほど、商品

の価格評定が高いだろう （仮説2-2）、とした。

協同作業認識については、協同作業認識が高い

ほど、商品の価値評定が高いだろう （仮説3-1）、

協同作業認識が高いほど、商品の価格評定が高い

だろう （仮説3-2）、とした。

の結果に辿り着くことを等至性と呼び、この等至

性を実現した点が「契約」であった。「契約する

／契約しない」という両極の分かれ目に至るには

複数経路があるが、多くの人が「来店」という必

須の通過点を経ていた。「来店」には「本人の興

味」が影響し、さらに「来店」へ至るのに「友人

の勧め」の力が働いていた。その後、「来店」は

「勧誘」を自動的に引き起こしたが、それには

「無料体験」が影響力をもった。最終的な「契約」

の決断には、「きれいになりたいという本人の意

思」が、「契約しない」決断には、「本人の経済意

識」と「友人の忠告」の力が働いていた。このプ

ロセスの始点は、最初の「来店」であり、説得さ

れる側が説得場面や状況に参加することが、その

後の過程を生んだと考えられる。

説得は、被害者や、加害者の属性に原因が帰属

されやすいが、実際には状況の力の影響が大き

い。状況の力のもつ影響力は、多くの研究者が指

摘している （たとえば、Cialdini, 2001;  Zimbardo, 

2013）。Lewin （1953） による古典的な実験も、場

に働く力の大きさを示したものであった。Lewin

（1953） は、主婦を対象に、普段は食べることの

ないモツ料理の有効性について説得を行い、その

際、講義を聴講した講義群と、集団討議後に「後

日、モツ料理を調理する」と挙手による意思表明

をした集団決定群を比較した。モツ料理に対する

態度変化をみたところ、実験後には講義群の

3％、集団決定群の32％がモツを料理したことが

わかった。すなわち集団決定方式という場の力

が、態度変容の有効な手段であることを見出した

実験である。

研究の目的

本研究は、ハイハイ商法の集団状況に注目し

た。単純に集団状況へ参加することで、説得の承

諾が促進されるのかを検証することを目的とし

た。強制的な欺瞞的説得を実験で行うことは調査

参加者の権利に反する。そこで、実験参加者に

とってなじみのない商品を評定し、商品価値を高

くみつもる方向に説得するために、参加者自身

に、対象の商品価値を高めるために提案をしても

らうという場面を作った。このようなマイルドな

説得で、集団状況への参加が意図した方向への態

度変容を起こすのかを検証した。
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従属変数

（1）商品価値：商品に関する価値評定の45項目

（Bruner, 2013） から14項目を翻訳して、価値評定

として用いた （「良い・悪い」「好き・嫌い」「欲

しい・欲しくない」「魅力的でない・魅力的であ

る」「購入したくない・購入したい」「下品な・上

品な」「価値がある・価値がない」「使用したい・

使用したくない」「質が高い・質が低い」「ありふ

れた・独創的な」「自分にふさわしい・自分にふ

さわしくない」「皆に広めたい・皆に広めたくな

い」「気分が下がる・気分が上がる」「愛着がわ

く・愛着がわかない」のSD法、7ポイント評

定）。タオルの価値を上げるための説得操作の前

後に評定を求めた。

（2）タオルの価格評定：2つの変数により測定し

た。ひとつは、「対象タオルが値上げする場合、

いくらまでであれば買おうと思うか」に対する価

格の評定 （以下、価格評定） である。ふたつ目

は、価格評定と、普段買うタオルとの差額であっ

た。値がプラスに大きければ、商品のタオルの価

格が高く見積もられている （以下、差額評定）。

個人特性

個人特性として、①相互独立的自己観尺度 （高

田，2000） の10項目 （「一番最良の決断は、自分自

身で考えたものであると思う」「自分でいいと思

うのならば、他の人が何と思おうと気にしない」

「周りの人が異なった考えを持っていても、自分

の信じるところを守り通す」他、全10項目、「全

くあてはまらない」から「ぴったりあてはまる」

の 7件法）と、②協同作業認識尺度得点 （長濱

ら，2009） から協同効用因子の全 8項目 （「協同す

ることで、優秀な人はより優秀な成績を得ること

ができる」「個性は多様な人間関係の中で磨かれ

ていく」「グループのために自分の力 （才能や技

能） を使うのは楽しい」他、「全くそう思わない」

から「とてもそう思う」の 5件法） を用いた。

結　果

操作チェックの確認

実験に用いたタオルを知っている人、購入経験

がある人はいなかった。「話し合いに参加した」

「発言した」という 2項目の頻度はいずれも、参

加あり群で「はい」が100％、参加なし群で「い

いえ」が100％であった。「商品に対する理解が

方　法

独立変数と実験デザイン　集団状況への参加の要

因 （あり・なしの 2水準、被験者間要因） の一要

因の実験計画であった。以下、「参加」の要因、

「参加あり群」「参加なし群」とする。

実験参加者　実験参加者は、昭和女子大学生30

名で （平均年齢20.70歳、標準偏差1.29歳） あっ

た。授業時に実験への協力を募り、実験スケジュー

ルにあわせて参加してもらった。実験参加者は

15名ずつ 2群にランダムに割り当てられた。この

うち、2名のデータには欠損がみられたために分

析から除外し、「参加あり群」15名、「参加なし群」

13名となった。

手続き　実験参加者が実験室に到着した後、実験

者は、実験参加は任意であること、匿名性を厳守

し、結果は統計的に処理することを説明した。最

初に、タオルを販売価格 （420円） とともに呈示

し、その印象と価値について質問紙への回答を求

めた。その後、「タオルの良い点」「販促方法のア

イディア」「タオルのキャッチフレーズの提案」

をすることで、商品価値を上げるための説得の操

作を行った。

参加あり群は、その後、3人 1組で、「タオルの

良い点」「このタオルを売るためにはどうしたら

いいか」「タオルのキャッチフレーズ」の 3点に

ついて、10分程度の話し合いを行った。集団の意

思決定は求めなかった。参加者は、発言時に必ず

挙手をし、発言後には必ず全員が拍手するように

した。挙手と拍手が、参加の認識を高めるための

操作であった。話し合い後、再度、タオルの価値

評定を行った。

参加なし群は、1名ずつ、呈示されたタオルの

印象と価値の評定を行い、参加あり群と同様の 3

点について自由記述形式で回答した。その後、再

度、タオルの印象と価値を評定した。両群とも、

実験者は実験後にデブリーフィングを行い、真の

研究目的を説明した。

実験材料　タオル、質問紙、ちらしを使用した。

操作チェック項目　「発言した」「話し合いに参加

した」「このタオルを知っているか」「このタオル

を買ったことがあるか」「商品に対する理解が深

まったか」の 5項目について、「はい」「いいえ」

「わからない」で回答してもらった。
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参加と個人特性の影響の検討

参加あり群と参加なし群において、相互独立的

自己観と協同作業効用の得点の差を確かめたとこ

ろ、差はなかった （相互独立的自己観 t （26）＝ .59, 

n.s.；協同作業効用 t （26）＝ .50, n.s.）。

次に、参加を独立変数に、価値評定の変化（後

－前、値が高くなれば商品価値評定が上昇したこ

とを意味する）と、タオルの価格評定の 2変数

（価格評定、差額評定）、合計 3変数を従属変数に、

相互独立的自己観、協同効用の 2変数を共変量と

して、多変量のGLM分析を行った。その結果、

参加の主効果の傾向がみられた （F （3,22）＝3.22, 

p<.10, Wilks’ Λ＝ .71, Partial η2＝ .29）。相互独立

的自己観の効果 （F （3,22）＝1.60, n.s., Wilks’ Λ＝ 

.82, Partial η2＝ .18）、協同効用の効果 （F （3,22）＝

1.07, n.s., Wilks’ Λ＝ .87, Partial η2＝ .12） はいず

れもみられなかった。

参加の効果を変数別にみると、価値評定の変化

のみ、 両群に差がみられた （F （1,24）＝9.67, p<.01, 

Partial η2＝ .29）。参加あり群は、参加なし群より

も、集団討議後にタオルの価値評定値が上昇した

（参加あり群 M＝8.87 SD＝6.25, 参加なし群M＝

2.31 SD＝5.78）。タオルの価格評定の 2変数につ

いては、いずれも効果はみられなかった （価格評

定 （F （1,24）＝ .00, n.s., Partial η2＝ .00; 差 額 評

定 （F （1,24）＝ .11, n.s., Partial η2＝ .01）。

考　察

反復測定のGLM分析の結果から、参加あり群

において、集団状況への参加後に、商品の価値評

価が高まったため、仮説1-1は支持された。一方

深まったか」については、参加あり群は、「はい」

が100％、参加なし群では、「はい」23％、「いい

え」が31％、「わからない」46％で、差がみられ

た （χ2 （2）＝17.95, p<.001）。実験操作に効果が

あったとして分析を進めた。

各変数の信頼性分析および記述統計量

商品価値評定の14項目は、 前の評定がα＝ .78、

後の評定がα＝ .92であったため、それぞれ合計

値を各得点とした。相互独立的自己観の項目、協

同効用の項目のα係数は、それぞれ、.84、.82で

あった。それぞれの合計値を各得点とした。各変

数の記述統計量をTable 1に示す。

参加による商品価値評定の変容

参加を独立変数に、商品価値評定 （前・後） を

繰り返しのある要因として、反復測定によるGLM

分析を行った結果、参加の主効果 （F （1,26）＝

23.84, p<.001, Wilks’ Λ＝ .52, Partial η2＝ .48）と、

参加×繰り返しの交互作用効果 （F （1,26）＝8.21, 

p<.01, Wilks’ Λ＝ .32, Partial η2＝ .24） がみられ

た。

交互作用がみられたため、単純主効果の検定を

行った。1回目の商品価値評定において、参加の

効果はみられなかったが （F （1,26）＝ .03, n.s.）、2

回目の評定には、参加の効果があり、両群には差

の傾向がみられた （F （1,26）＝3.72, p<.10）。

また、参加あり群は、評定の変化の単純主効果

が有意であり （F （1,26）＝32.33, p<.001）、2回目

の評定値が上昇した。参加なし群は、1回目と 2

回目の評定値に変化はみられなかった （F （1,26）

＝1.90, n.s.）。

Table 1　各変数の平均値と標準偏差

参加あり群 ＊1 参加なし群 ＊2

Mean SD Mean SD

価格（円） 486.33 61.19 484.62 46.30

普段のタオルとの差額（円） －55.00 168.96 －28.85 226.04

商品評価合計（前） 52.00 9.10 51.38 8.45

商品評価合計（後） 60.87 10.41 53.69 9.08

相互独立的自己観 43.47 7.77 41.77 8.77

協同作業効用 34.67 3.98 33.62 4.17

＊1 n＝15．＊2 n＝13．



昭和女子大学生活心理研究所紀要　Vol.18　2016

28

の参加によるのか、集団討議によるのか、明確に

区別はできなかった。改善策として、集団討議群

（挙手なし・拍手なし）を加えるとともに、集団

討議に対する評定指標の整備が挙げられる。

実際にこのようなハイハイ商法の被害にあと少

しであったかもしれないという人の話を聴いたこ

とがある。

「“近くに新しいスーパーがオープンするので、

ご近所の皆さんに集まってもらっている。もう

10名ほど集まっているけれど、どうですか。こ

のような景品がたくさんありますよ” と、トイ

レットペーパーを持った業者の担当者が誘いにき

た。すぐ近所の広場だったので行ってみたとこ

ろ、本当に、何人もの人が集まっていた。広場の

ブルーシートの上に、“まず座ってください”と

声をかけられたが、足を悪くしていて座れなかっ

た。ふと見回すと、お隣さんがいたので挨拶し

た。お隣さんは犬を連れてきたので、やはり座れ

なかった。“座らない人は参加できません。あっ

ちに行っていてください” と、担当者の扱いが急

に冷たくなった。そのうち、“これ、ほしい人！”

という掛け声で、集まった人たちが次々に手を挙

げた。最初に手を挙げた人や、そのときどきで選

ばれた人たちが何かの景品をもらっている。その

様子を見ながら広場を後にした。後から考えれ

ば、あれは詐欺だったな、と思った。」

この人物と隣人は、状況に参加できなかったた

めに、強引な説得から逃れた。「タダで景品をも

らえるのは、まずないこと」と、普段と少し違う

状況に対する疑問をもつことや、しばらく様子を

みて最初から参加しないなどの慎重さは、安易な

参加を防ぐために効果があるであろう。また、こ

のような被害未遂の例示も、欺瞞的説得の予防に

有効と考えられる。しかしながら、本研究は、欺

瞞的な説得に安易に承諾しないための防衛策の提

案までには至らなかった。今後は、実験の不備を

補い改善し、さらに、具体策を提案できる実証的

研究を実施していきたい。
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